
事業評価書（事前・事後）

平成１７年８月

評価対象（事業名） 自立就業支援助成金の拡充(地域間移動創業助成金(仮称）の

創設）

担当部局・課 主管部局・課 職業安定局雇用開発課

関係部局・課

１．事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ４ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場におい

て労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ２ 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

Ⅱ 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること

( ) 事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

大都市圏に居住又は勤務していた者が、地域雇用開発促進法に基づく「雇用機会増

大促進地域」に移動し、自ら事業を開始することにより雇用機会を創出した場合に、

当該事業の開始に係る費用の一部を助成することとし、当該地域における雇用機会の

増大を図る。

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

－ － － － ３７２

( ) 問題分析3
①現状分析

現下の雇用情勢は、全国的に改善を示してしているが、地域によってはその改善に

遅れがみられ、雇用情勢の地域間格差が拡大している状況にある。

（参考）

有効求人倍率(平成１６年度平均 （前年度差））

【上位５県】 【下位５県】

１愛知県 １．５１倍（＋０．４５） ４７青森県 ０．３５倍（＋０．０４）

２群馬県 １．３１倍（＋０．２４） ４６沖縄県 ０．４２倍（＋０．０６）

３東京都 １．２１倍（＋０．３３） ４５高知県 ０．４５倍（＋０．０１）

３栃木県 １．２１倍（＋０．２５） ４３長崎県 ０．５３倍（＋０．０３）

４三重県 １．２０倍（＋０．２９） ４３鹿児島県 ０．５３倍（＋０．０７）

（整理番号１６）



②問題点

地域における雇用対策については、地域雇用開発促進法に基づき、都道府県が策定

する地域雇用開発計画に沿って、事業所の設置等に対する助成金の支給、求職者に対

する就職活動の援助等の措置等により、地域の雇用情勢の改善を図ってきたところで

ある。

しかしながら、地域をとりまく環境は様々であり、このような地域においては、そ

もそも地域内の雇用機会が乏しく、不足しており、求職者の総数に比し雇用機会が相

当程度不足する地域が多い状況である。

③問題分析

新たな雇用機会を創出するため、創業に対する支援を行うことは極めて有効な手段

の一つであるが、創業を行うには、事業を興すためのアイディア、経営に関する知識

等のノウハウが必要であり、大都市圏に経済機能、人材等が集中する中で、こうした

地域ではそのような人材が不足している状況もみられる。

一方、近年の都市生活者の地方生活への関心の高まりをみせており、こうした者の

うち、地方就職希望者に対する相談・援助等を実施し、人材の地方への移動促進を図

っているところであり、このため、これら都市生活者であって地方での就業を希望す

る人材を有効に活用し、地域雇用開発を推進する必要がある。

④事業の必要性

本事業は、雇用情勢が厳しい地域において、大都市圏の企業で習得される知識・ノ

ウハウを活用した地域雇用開発を推進するため、大都市圏から当該地域に移動した者

の創業を支援する助成措置を創設するものであり、必要な事業である。

( ) 事業の目標4
目標達成年度

政策効果が発現する時期 平成１９年度以降

アウトカム指標 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 目標値 基準値/

（説明） （モニタリングの方法）

アウトプット指標 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 目標値 基準値/
地域間移動創業助成

金(仮称）の支給決定

件数

（説明） （モニタリングの方法）各都道府県労働

局からの報告による

アウトプット指標 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 目標値 基準値/
地域間移動創業助成

金(仮称）の支給決定

金額

（整理番号１６）



（整理番号１６）

（説明） （モニタリングの方法）各都道府県労働

局からの報告による

参考指標（過去数年度の推移を含む） Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

（説明） （モニタリングの方法）

２．評 価

( ) 必要性1
その他行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）特に雇用機会の不足している雇用機会増大促進地域において、雇用開発を促

進することは、民間に任せたままでは困難であり、雇用情勢の改善や住民福祉の向上

を行政が主体となって行う必要がある

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）雇用情勢は全国的には改善している中で、地域間格差が拡大している状況に

あるため、これを改善するためには、国として、全国的な観点から雇用情勢が厳しい

地域に重点化した雇用対策を実施する必要がある。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）本助成金は、国の行う地域雇用関連施策と一体的に運用されることが効果的

であるとともに、助成金の支給業務は、雇用の実態や支給対象か否かを国が統一的に

判断する必要があることから、民営化や外部委託は適さない。

緊要性の有無 有 無

（理由）地域の雇用情勢は地域差の拡大が見られる中、雇用機会が少ない等就職が困

難な状況にある地域においては、既存の支援策のみで雇用情勢を改善させることは困

難となっており、大都市圏から雇用機会増大促進地域に移動した者の創業を支援する

ことにより、当該地域における雇用情勢の改善を図ることが喫緊の課題である。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

公共職業安定所の長への「法人等設立事前届」の提出→大都市から雇用機会増大促

進地域へ移動→創業（法人等の設立）→労働者の雇入れ→助成金の支給申請→助成金

の支給→雇用機会増大促進地域における雇用機会の創出

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

本事業の実施に伴い、大都市圏在住・在勤者の雇用機会増大促進地域への移動及び

創業を促し、当該地域における新たな雇用機会の創出が図られる。



（整理番号１６）

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

( ) 効率性3
手段の適正性

本助成金は、大都市圏から雇用機会増大促進地域に移動した者の創業を支援するこ

、 、とにより 当該地域への移動及び創業に対する強いインセンティブを与えるとともに

効率的な雇用・就業機会の創出の手段となっており、手段として適正である。

費用と効果の関係に関する評価

本助成金は、事業開始後１年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れることを支

給要件とし、創業のために実際に要した費用の１／２を３００万円を上限として支給

、 、 、するものであり 創業の支援によって より大きな雇用機会が創出されると考えられ

費用的にも効率的である。

他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）

( ) その他4

( ) 反映の方向性5
評価結果を踏まえ、平成１８年度予算概算要求において、所要の予算を要求する。

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項



（整理番号１６）

②各種政府決定との関係及び遵守状況

③総務省による行政評価・監視等の状況

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

⑤会計検査院による指摘


